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３ 協議事項 
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午前１１時２４分開会 

○委員長（浅田  徹） それでは、皆さんおそろい

になりましたので、ただいまから予算決算委員会を

開会いたします。 

 スムーズな議事の進行のご協力をよろしくお願

いいたしたいと思います。 

 それでは、早速、付託案件の審査に入ります。 

 まず、当委員会に審査を付託されました案件は、

次第書に記載されておりますとおり、第１６９号議

案の１件でございます。 

 お諮りいたします。本委員会に付託された議案に

つきましては、議会運営委員会の協議により、分科

会への分担を行わずに、委員会全体会で審査を行う

ことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田  徹） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 審査の流れにつきまして確認をさせていただき

ます。 

 当局職員の出席につきましては、議案に関する部

署の出席としておりますので、ご了承をよろしくお

願いしたいと思います。 

 審査方法は、当局から説明を受け、質疑、討論、

表決を行い、その後、委員会意見・要望の取りまと

めを行うことにしたいと思います。 

 なお、質疑、答弁に当たりましては、くれぐれも

要点を押さえ、簡潔明瞭に行うなど、スムーズな議

事進行に格別のご協力をお願いいたします。 

 また、各委員及び当局職員による発言につきまし

ては、委員長の説明の後、マイクの赤ランプが点灯

したことを確認し、発言者の名を名のってから行っ

ていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、第１６９号議案、令和３年度豊岡市一

般会計補正予算（第１５号）を議題といたします。 

 当局の説明に当たっては、資料のページ番号をお

知らせください。 

 それでは、説明願います。 

 市民課、惠後原課長。 

○市民課長（惠後原孝一） すみません、着座のまま

失礼いたします。 

 それでは、市長提出議案目録の追加分をご覧くだ

さい。３ページをお願いいたします。第１６９号議

案、令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第１５号）

についてご説明いたします。 

 本案は、第１条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ４億６，０１２万６，０００円を追加し、

予算の総額を５１１億１，１９１万６，０００円と

するものです。 

 コロナ禍における国の経済政策の一つとして、新

型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、そ

の影響により苦しんでいる子育て世帯を支援する

観点から、１８歳到達日以後の最初の３月３１日ま

での児童を養育する者で、児童手当で規定する所得

制限限度額未満の者に対して、児童１人当たり１０

万円相当を給付する内容の、子育て世帯への臨時特

別給付が閣議決定されました。本件は、国がこの臨

時特別給付のうち、中学生以下の児童１人当たり５

万円の現金給付を先行実施するための財源を予備

費により措置したことから、本市においてもこの財

政支援を活用して、子育て世帯への臨時特別給付金

（先行給付金）を支給しようとするものです。主な

内容につきましては、事項別明細書で説明いたしま

す。 

 １４ページをご覧ください。まず、歳出ですが、

３款民生費の子育て世帯臨時特別給付金支給費は、

当該臨時特別給付金（先行給付金）を支給しようと

するもので、１５ページの説明欄の上から、人件費

は、事務従事体制を確保するために増員いたします

会計年度任用職員１名分の報酬等です。その下の支

給事業費の消耗品費、印刷製本費、通信運搬費につ

きましては、支給対象者への案内文書等の作成や発

送に係る費用で、手数料については支給に係る振込

手数料になっております。次の業務委託料のシステ

ム改修業務につきましては、児童手当の仕組みを活

用して支給することから、このシステムの改修経費

でございます。その下の交付金につきましては、今

回、支給対象の先行給付金で支給対象となる中学生

以下の児童を９，１１４人と見込んで計上しており
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ます。 

 当該支給に係る財源につきましては、戻っていた

だきまして１２ページの歳入、１６款国庫支出金の

民生費国庫補助金で、子育て世帯等臨時特別支援事

業費補助金によりまして全額補助されるものでご

ざいます。 

 説明は以上です。 

○委員長（浅田  徹） 説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） ５万円の給付ですから、年内

に早く急いで支給をするということで、その趣旨は

よく分かるんですが、今、説明の中で会計年度任用

職員６０万円の予算がつけられていますが、１人と

いうことを言われたので、１人のパートタイム職員

を雇用するのに６０万円というのがちょっといか

がかなと、大変な金額なんでね、年内に支給するわ

けですから、年内の雇用だというように思うんです

けども、その辺の１人ということと６０万円という

金額についてお答えください。 

○委員長（浅田  徹） 惠後原課長。 

○市民課長（惠後原孝一） 質問のほうのお答えです。 

 会計年度任用職員は１２月６日から採用をさせ

ていただきまして、予定では、年度末まで予定はさ

せてはもらってるんですけれども、今回上げてます

期間につきましては３か月分を見させていただい

ております。要は年内支給を計画はさせていただい

てるんですけれども、あと残務処理と、あと、それ

から今回上げてますのが児童手当の仕組み、児童手

当の対象者に対しての年内支給を考えてますので、

児童手当もらっておられる方でも、今回、市から給

付をさせていただいている分につきましては、プッ

シュ型といって年内支給なんですが、各所属庁、例

えば公務員の方なんかにつきましては、プッシュ型

ではなくって申請をいただく必要があるので、ちょ

っとまだ計画、その分、予定は立ててないんですけ

れども、支払えるような準備ができましたら速やか

に案内をさせていただいて、早めに支給を考えてお

ります。以上です。 

○委員長（浅田  徹） 村岡委員。 

○委員（村岡 峰男） 再度、じゃあ、確認をさせて

もらいますが、１人の採用で３月末まで、ざっと４

か月ですね、の雇用になると。ということは、今も

ちょっとあったんですけども、５万円の支給に関し

ての採用ではなくて、その後の予測されているプレ

ミアム商品券でしたか、何かありましたね、そこに

も及ぶ雇用になるわけですか。 

○委員長（浅田  徹） 惠後原課長。 

○市民課長（惠後原孝一） 雇用のほうはそのような

形で採用をさせてはいただいておりますが、今回の

予算計上としましては、２月末までを考えておりま

す。あと１か月の分につきましては、今後あります

といったクーポン券だとか、そちらのほうについて

もまだあると思いますので、そういったことでの雇

用というふうに考えていただければと思ってます。 

○委員長（浅田  徹） よろしいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり） 

 ほかにございませんか。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ちょっと分からないので、１

点お聞きするんですけども、国のほうから今回１人

１０万円の支給で、先行して中３までの子供たちに

という緊急の施策だと思うんですけれども、あと中

３で、高１から高３までの子への先行実施はなかっ

たということですね。確認です。 

○委員長（浅田  徹） 惠後原課長。 

○市民課長（惠後原孝一） 閣議決定で決まってます

１０万円の給付につきましては、まだクーポンの分

だとか、そちらはまだ国で予算づけがされてません

ので、今後、補正予算で決定されるものというふう

な認識ではおりますが、まだ決定されてないという

のが実情です。 

 先ほど、高校生の分につきましても、そちらの補

正予算のほうで対応するというふうに国のほうか

らは連絡が来ているところです。以上です。 

○委員長（浅田  徹） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 私の頭の中でよく分からない

もので、ちょっと初歩的な質問かも分からないんで
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すけれども、今度支給される５万円の現金とクーポ

ン５万円、それは高校生までに対する給付だけれど

も、現金給付に関しては中学３年生までで、高校生

についてはクーポン券だけになるということです

か。 

○委員長（浅田  徹） 谷岡部長。 

○市民生活部長（谷岡 慎一） そうではありません

で、まず今回来ておりますのは、１１月２６日に通

知が来ているんですが、中学生までについては、今、

児童手当の枠組みがありますので、それを使って先

行して配ってくださいというふうに言われていま

す。高校生以上については、実はまだ国から正式な

通知が来ておりません。ですので、今回については、

高校生の分については年内支給が恐らく難しいっ

ていうことになりますから、この予算には入ってお

りません。恐らく重複して議論がなってるんだと思

うんですけども、いわゆるそれ以後のクーポンにつ

いてはその後のことになりますので、また後にこう

いった提案なりをさせていただくことになろうと

思っております。以上です。 

○委員長（浅田  徹） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） すみません、なかなか頭の中

で整理がつけなくて。だったら、中学３年生までの

５万円給付を先行して行って、高校生については、

児童手当の分のそういうことですぐにはできない

ので、後になると。１０万円のときの給付で、その

ときに今、中学生までの５万円の分と高校生までは

含めて１０万円が支給されるという理解でよろし

いんでしょうか。 

○委員長（浅田  徹） 谷岡部長。 

○市民生活部長（谷岡 慎一） 国の閣議決定の内容

では、全体として１人当たり１０万円給付しますっ

ていうことをまずうたわれています。ですけれども、

恐らく補正予算の状況、すみません、今の国が持っ

ている予備費の状況もあるんでしょう。それがあっ

て、中学生についてはまた児童手当の枠組みが使え

るので、そこは先行して配ってくださいというふう

に言われています。高校生について、５万円なんだ

けれども、高校生についてはまだ来ておりませんの

で、今配れる状況にないといったところです。総額

１０万円なんですけど、それとは別にクーポン券等

で配ることについてはまだお知らせが来ておりま

せんので、それについてもこの議案には上がってい

ない、そういうことです。 

○委員長（浅田  徹） ほかにありま……。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） ちょっとまだ時間があるので、

お聞きしたいんですけども、先ほどのクーポン券の

件なんですけども、先ほど通達が来たっていうふう

に言われたんですけど、その中で新聞報道でも言わ

れてます、いわゆる、来てないんです、来てないん

ですね、それは来てない、失礼しました、まだそれ

は未確定っていうことでよろしいですよね。自治体

で任されているというふうに聞いてるんですけど

も、分かる範囲内でお願いしたいです。 

○委員長（浅田  徹） 答弁できますか。 

 惠後原課長。 

○市民課長（惠後原孝一） すみません。まだ確定し

てない段階ですので、あまり言えませんけれども、

国が、国がというか、Ｑ＆Ａで出してますものを見

させていただくと、原則やはり使用目的を子供の育

成のために使われることが大前提であるので、クー

ポンにしているということです。ただし、それぞれ

自治体の事情によってやむを得ない事情があれば、

そこは現金支給でも差し支えないというふうな形

で書いてあったと思います。ですので、やむを得な

い事情がまだ何も示されてございませんので、動き

がちょっとできてないというふうな状況でござい

ます。以上です。 

○委員長（浅田  徹） 竹中委員。 

○委員（竹中  理） やむを得ない事情っていうの

がちょっとよく分からないんですけど、緊急に３月

までにというか、入学までにお渡しするんだったら、

クーポンとか作ってる時間はもったいないんじゃ

ないかなっていうふうに思うんですけども、速やか

に支給するんであれば、あとの５万円についても、

豊岡市としては現金給付でっていう考えをぜひお

願いしたいな。私の個人的な考え方ですけど、その
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辺もよろしくお願いします。 

○委員長（浅田  徹） ほかにあります……。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） すみません、村岡委員が尋ね

たことで、ちょっと私まだ理解できないので、もう

一度説明していただきたいんですが、会計年度任用

職員の給料は３か月分で、週何日出勤で、月幾らか

と。こだわりますのは、すみません、私、長年、会

計年度任用職員で働いておりましたものですから、

高いと思ったので、短期間であり、人を探すのがと

ても大変という意味合いもあるのか、それから、国

からお金が支給されるということもあって、人を雇

用するということは、生活に困ってる方にお仕事が

与えられるということがあるのか、でも、ちょっと

今も高いなと思ったので、すみません、詳しく教え

てください。 

○委員長（浅田  徹） 答弁は、課長ですか。 

 惠後原課長。 

○市民課長（惠後原孝一） すみません、手元に正し

い資料を持ってきてませんでして言えませんが、記

憶ですが、月額１３万何がしかだったかと記憶して

おります。勤務形態につきましては、通常の方と同

じパートタイムでの常勤みたいな形ではあります

けども、パートタイムということです。以上です。 

○委員長（浅田  徹） 義本委員。 

○委員（義本みどり） 分かりました。ありがとうご

ざいます。納得いたします。 

○委員長（浅田  徹） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田  徹） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田  徹） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田  徹） ご異議なしと認めます。よ

って、第１６９号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 以上で委員会に付託されました案件の審査は終

了しました。 

 ここで委員の皆さん、当局職員の皆さんから何か

ございましたら発言願います。 

 それでは、当局の皆さんのご退席をいただいて結

構でございます。どうもありがとうございました。

お疲れさまでした。 

 ここで委員会を暫時休憩いたします。 

午前１１時４４分休憩 

──────────────────── 

午前１１時４４分再開 

○委員長（浅田  徹） それでは、委員会を再開し

ます。 

 これより委員会意見・要望のまとめに入ります。 

 当委員会の意見・要望として、委員長報告に付す

べき内容があればご発言を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田  徹） 特になしということですの

で、当委員会の意見及び要望は付さないことでいき

たいと思います。 

 委員長報告につきましては、正副委員長にご一任

を願いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田  徹） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 続いて、その他ですが、委員の皆さんから何か発

言がございましたらお願いします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田  徹） ないようですので、以上を

もちまして、本日の予算決算委員会を閉会いたしま

す。どうもお疲れさまでした。どうもありがとうご

ざいました。 

午前１１時４５分閉会 

──────────────────── 


